
◎　かかりつけ医又は協力病院と連絡が取れない場合は・・・
　● 福島県救急電話相談　受付時間　２４時間
　　　県内のプッシュ回線・携帯電話からは　「♯７１１９」
　　　ダイヤル回線・IP電話・ひかり電話からは　「０２４-５２４-３０２０」
　● １１９番通報（救急要請）※１

救急対応フローチャート

※　傷病者が発生した場合は、できる限り多くの職員を集めて
　役割分担する。
　①　病院や家族へ連絡する人  ②　119番通報する人
　③　応急手当をする人　　　　　 ④　AEDを取りに行く人
　⑤　救急情報シートを書いて渡す人　⑥　救急車を誘導する人
※　明らかに緊急性がある場合は、すぐ119番通報する。

※　別紙１　通報要領参照

※１　明らかに緊急性ありと判断される場合は、すぐに１１９番通報してください。

はい はい

いいえ いいえ

いいえ

※　病院連絡と受け入れの可否について、消防へ情報提供する。

※　速やかに応急手当を実施する。（必要に応じ胸骨圧迫、AED）

　　　（救急隊が交代するまで継続する。）

※　出入口等の施錠を解除して救急隊を誘導する。

※　症状の変化や家族・病院への連絡状況を伝える。

※　病院への申し送りのため傷病者状況が分かる職員が同乗。

はい
※　救急要請を指示された場合は、受け入れについても確認する。

※　看護、介護記録等を持参する。

※　家族へ連絡する。（必須） 救急情報シートを記入する。（可能な範囲で）

※　行った応急処置について伝える。

入所者の具合が悪くなった

又は怪我をした ※１

予想されていたか？
かかりつけ医の指示が

あるか？

かかりつけ医の指示

どおり対応

かかりつけ医又は協力病院に連絡し指示を受ける。

救急要請するよう指示がありましたか？

119番通報（救急要請）

救急隊の誘導

応急手当

かかりつけ医又は協力病院

医師の指示どおり対応

救急隊による処置

施設職員の同乗
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